
生産緑地地区の区域の規模に関する条例制定について 

○大和郡山市生産緑地地区の区域の規模に関する条例（案）

平成  年  月 日 

大和郡山市条例第 号 

(趣旨) 

第 1 条 この条例は、生産緑地法(昭和 49 年法律第 68 号)第 3 条第 2

項の規定に基づき、大和郡山市における生産緑地地区の区域の規模

について定めるものとする。 

(区域の規模) 

第 2 条 生産緑地法第 3 条第 2 項の条例で定める区域の規模に関する

条件は、300 平方メートル以上の区域であることとする。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

【背景】 

 平成 28 年の閣議決定で都市農業振興に関する新たな施策の方向性

が次のとおり示されました。 

①担い手の確保

都市農業の安定的な継続のため、多様な担い手の確保が重要 

・営農意欲を有する者（新規就農者を含む）

・都市農業者と連携する食品関連事業者

・都市住民のニーズを捉えたビジネスを展開できる企業等

②土地の確保

 都市農地の位置付けを、「宅地化すべきもの」から都市に「ある

べきもの」へと大きく転換し、計画的に農地を保全 

③農業施策の本格展開

 保全すべきとされた都市農地に対し、本格的な農業振興施策が

講じられるよう方針を転換 

これを受けて、平成 29 年 5 月に生産緑地法が改正されました。 
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（改正内容） 

 ①条例制定により生産緑地地区の面積要件の引き下げが可能 

  500 ㎡以上 → 300～500 ㎡以上 

 ②生産緑地地区内における建築規制の緩和 

  (例)生産緑地内で生産された農産物等を主たる材料とするﾚｽﾄﾗﾝ 

 ③特定生産緑地制度 

  買取り申し出ができる時期 → 10 年延期 

  （引き続き、固定資産税や相続税の納税猶予が受けられる） 

 ④田園住居地域の創設 

  住居系用途地域の一類型として田園住居地域を創設 

 

 

 

【目的】 

 生産緑地指定後 30 年を迎え、買取り申し出が可能となった場合、

生産緑地地区が減少していくことが予想されます。都市農業振興に関

する新たな施策の方向性に示されているように、都市農地の保全が求

められている状況を考えると、生産緑地の減少は最小限に抑えていく

必要があります。 

 新たに創設された特定生産緑地制度を利用することで、生産緑地地

区の保全がなされるものの、問題点もあります。それは、制度利用の

有無の混在により、一団の生産緑地地区の面積が 500 ㎡を下回り、農

業を継続したくても特定生産緑地に認定されないという問題です。 

 このような問題に対処するため、今回の生産緑地法改正にある面積

要件の引き下げを、条例制定により対応していきたいと考えています。 

 

 

 

（条例案）生産緑地地区の区域の規模に関する条例 

  内容：面積要件 500 ㎡以上 → 300 ㎡以上 



　　条例制定スケジュール

①パブリックコメント実施（H30.8.15～9.14）

つながり（8月15日号）掲載

ホームページ掲載（8月15日～）

結果発表（9月21日～）

②関係機関協議（H30.10.29）

③市都市計画審議会に報告（H31.1.25開催）

④議会に提案（H31.3）



 

 
 

 

 

 

大和郡山市生産緑地地区の区域の規模に関する条例（案） 

に対する意見の要旨と市の考え方 

 

 

No. 意見概要 市の考え方 

1 

緑地面積を 300 ㎡ではなく、200 ㎡にし

てほしい。 

面積要件を「おおむね 300 ㎡」という

ように考え方を改めてほしい。 

区域の規模については、生産緑地法施行

令第 3条の基準（300 ㎡以上 500 ㎡未満

の一定の規模以上の区域）に従い、その

範囲内で条例を定める必要があります。 

よって、条例（案）では、下限値の「300

㎡」としております。 

 



立地適正化計画のハザードエリアの取扱いについて 

 

 平成 30 年 3 月策定の大和郡山市立地適正化計画において、居住誘

導区域を定めておりましたが、以下の自然災害の危険度が高い地域

を除外します。 

(1)土砂災害特別警戒区域（約 200 ㎡） 

(2)急傾斜地崩壊危険区域（約 800 ㎡） 

※詳細地図については、別添資料のとおり 

 

なお、計画書 34 ページ記載の居住誘導区域の設定方針について次

のとおり市の考え方を示します。 

 

 

【居住誘導区域の設定方針】 

「除外すべき区域」に自然災害の危険度が高い地域として、土砂災

害警戒区域・浸水常襲地域・浸水想定区域を記載しておりますが、

これらの地域・区域については災害リスク、避難所等の整備状況や

整備見込み等と併せて総合的に勘案し、除外すべきかどうか判断し

ます。 
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34 

 

５．誘導区域の設定方針                                              

①都市機能誘導区域の方針 

設定方針 

●都市機能誘導区域は、居住誘導区域や市域に対して都市サービスを効率的か

つ効果的に提供できるように、都市拠点としての機能向上をめざします。 

●市民の日常生活や社会経済活動を支えるため、居住誘導区域や市域からのア

クセスができるように公共交通ネットワークを加味します。 

●安全・安心に生活できる環境が基本であるため、土砂災害特別警戒区域など

自然災害の危険度が高い地域は、都市機能の集約を抑制するものとします。 

設定基準 

●都市構造評価（都市機能）において評価の高い地域 

●上位・関連計画において都市サービスの充実が位置づけられている地域 

●市内外との交通結節点を有する公共交通の利便性の高い地域 

除外すべき区域 

●自然災害の危険度が高い地域 

（土砂災害特別警戒区域、土砂災害警戒区域、浸水常襲地域、浸水想定区域） 

●都市計画法において居住や生産環境を優先すべき地域 

（第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、工業専用地域） 

 

②居住誘導区域の方針 

 

 

 

 

  

設定方針 

●居住誘導区域は、地域コミュニティの持続が可能で、生活サービスの生活利

便施設が立地可能な環境を維持し、大和郡山らしい住環境の形成をめざしま

す。 

●市民の日常生活や社会経済活動は、居住誘導区域だけで完結しないため、都

市機能誘導区域に立地する都市サービス機能へのアクセスや市外へアクセス

できる公共交通ネットワークを加味します。 

●安全・安心に生活できる環境が基本であるため、土砂災害特別警戒区域など

自然災害の危険度が高い地域は、居住を抑制するものとします。 

設定基準 

●都市構造評価（居住機能）において評価の高い地域 

●持続可能な公共交通ネットワークが形成されている地域 

●宅地開発など計画的な住宅地が形成された地域（健全で良好な宅地基盤整備

を行った区域） 

除外すべき区域 

●自然災害の危険度が高い地域 

 （土砂災害特別警戒区域、土砂災害警戒区域、浸水常襲地域、浸水想定区域） 

●法令により居住地として利用制限を受ける地域、自然や生産環境を保全すべ

き区域 

 （工業専用地域、農用地区域、保安林区域、自然公園区域） 



詳細図位置図

凡 例

居住誘導区域外

居住誘導区域

（1）土砂災害特別警戒区域



詳細図位置図

凡 例

居住誘導区域外

居住誘導区域

（2）急傾斜地崩壊危険区域



都市計画マスタープラン改定スケジュール（予定）

現計画の構成（平成21年3月策定） 見直し事項

現況と課題 上位計画・関連計画との整合性

都市づくりの将来目標 立地適正化計画

都市づくりの方針（全体構想） 近鉄郡山駅周辺地区まちづくり基本計画

地域づくりの方針（地域別構想） 土地利用方針について

重点地区のまちづくりの方針 都市農地について

実現に向けて 新たな用途地域について（田園住居地域）
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